
軽減対象者一覧表

雇用保険受給資格者証（旧様式）

雇用保険受給資格者証（新様式）

　　　　雇用保険受給資格者証の離職理由が

　　　　　　　下記の番号の方のみ軽減が受けられます。

※雇用保険特例受給資格者証及び雇用保険高齢受給資格者証の方は対象となりません。

(離職日が平成２１年３月３１日以降の場合）

　正当な理由のある自己都合退職（31、32、34以外）

　特定の正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間6か月以上12か月未満）
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　解雇（12、50以外）

　天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

　特定雇止めによる離職（雇用期間3年以上雇止め通知あり）

　特定雇止めによる離職（雇用期間3年未満更新明示あり）

　特定理由の契約期間満了による離職（雇用期間3年未満更新明示なし）

　事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

　事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
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〈折り曲線


